
（名　称）

（所在地）

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル　□有 ☑無

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

都市部都市計画課

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称 小田原市都市計画基礎調査ファイル

行政機関等の名称 小田原市

個人情報ファイルの利用目的
都市における人口、産業、土地利用、交通などの現況及び将来の見通
しを定期的に把握し、客観的、定量的なデータに基づいた都市計画の
運用を行う。

記録項目

1 土地利用（区域区分の状況、土地利用現況（位置、用途、面積、低
未利用土地）等）、 2 建物（建物利用現況（用途、階数、構造、延
床面積、建築年、高さ））、 3 都市施設（都市施設の位置・内容
等）、 4 市街地内の農地・未利用地等、5 木造率・老朽度、6 都市
計画道路の整備状況、7 道路率、8 都市公園の整備状況 、9 緑地協
定、10 下水道の整備状況、11 土地区画整理事業、12開発許可、13
防災拠点・避難場所、14 農業振興地域、15 農林漁業関係施策、16
都市計画事業費

記録範囲 小田原市全域の建物居住者や土地・建物権利者等

個人情報ファイルの種別
□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

記録情報の収集方法
都市計画図書、土地・家屋課税台帳、建築確認申請書類、開発許可台
帳、道路・公園・下水道の整備状況に関する資料、航空写真データ及
び現地踏査により収集

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

小田原市総務部総務課（行政情報センター）

〒250-8555　神奈川県小田原市荻窪300番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に
よる特別の手続等

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

非該当（提案の募集は当面実施しない）

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

備考 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案をすることができる期間

（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない（条例要配慮個人情報の規定なし）


